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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年６月26日に提出いたしました第91期（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第２　事業の状況

　　４　事業等のリスク

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

　　第一部【企業情報】

　　　第２【事業の状況】

　　　　４【事業等のリスク】

　

　（訂正前）

１～13　＜省略＞

　
　（訂正後）

１～13　＜省略＞

14　主要な事業の前提事項に関するリスク

当行は、銀行法第４条第１項の規定に基づき、銀行業の免許を受け、銀行業を営んでおります。銀行業の

免許には、有効期間その他の期限は法令等で定められておりませんが、銀行法第26条、第27条及び第28条

に規定された要件に該当した場合には、業務の停止または免許の取消等が命ぜられることがあります。

現時点において、当行はこれらの事由に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、将来、

何らかの事由により前述の業務の停止または免許の取消等があった場合には、当行の主要な事業活動に

支障をきたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　

EDINET提出書類

株式会社　仙台銀行(E03635)

訂正有価証券報告書

2/2


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第２事業の状況


	４事業等のリスク

